
− 101 −

8．第17表　課税標準の特例等に関する調（法定免税点以上のもの）
（全 国 計）（単位：千円）

地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法

第

349

条

の

3

第９項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第11項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第20項 評 価 額 の 1 / 4 の 額
減額後の課税標準額

第23項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

第23項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

第24項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第25項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第25項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第26項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第26項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第27項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第27項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第28項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第28項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第31項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第31項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

862 379 85,000,778 20,832 7,021,709 92,044,560
604 68 39,510,887 20,804 4,679,776 44,212,139

- - 633,290 385 1,289,040 1,922,715
- - 404,676 385 674,430 1,079,491
- - 54,882 242 5,924,356 5,979,480
- - 31,447 216 3,746,104 3,777,767
- - 992,866 2,376 616,304 1,611,546
- - 99,370 1,691 406,891 507,952
- - 709,395 - - 709,395
- - 50,003 - - 50,003

1,982 126 1,500,668 - 20,705 1,523,481
1,982 126 1,050,436 - 18,478 1,071,022

- - 35,416,473 - 34,173,380 69,589,853
- - 24,791,532 - 23,915,631 48,707,163
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,388,586 - - 1,388,586
- - 924,234 - - 924,234
- - - - - -
- - - - - -
- - 2,216,505 - 30,704 2,247,209
- - 510,752 - 30,704 541,456
- - - - - -
- - - - - -
- - 402,394 - - 402,394
- - 256,985 - - 256,985
- - - - - -
- - - - - -
- - 3,510,177 - 45,487 3,555,664
- - 2,250,995 - 27,183 2,278,178
- - - - - -
- - - - - -
- - 79,834 - 41,414 121,248
- - 48,490 - 16,725 65,215
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　　第17表　課税標準の特例等に関する調（つづき）（法定免税点以上のもの）

（全 国 計）（単位：千円）

地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法
第
349
条
の
3

第34項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第38項 
（新法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第38項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

法

附

則

第

15

条

第15項

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 5 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第20項 
（旧法分）

評 価 額 の 2 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第37項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第50項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第58項

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額

の
２

第
15
条

法
附
則

第２項
（第 15 条の３の適用を

受けないものに限る。）
評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第
15
条
３

法
附
則

第１項

評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額
評価額の3/10の額
減額後の課税標準額

合 計 評 価 額
減額後の課税標準額

- - 4,411,875 - 13,593,873 18,005,748
- - 3,088,313 - 9,515,465 12,603,778
- - - - - -
- - - - - -
- - 47,477 - 683,213 730,690
- - 33,234 - 478,249 511,483
- - 17,305,519 - 189,254 17,494,773
- - 12,113,862 - 132,473 12,246,335
- - 102,425,178 - 1,513,084 103,938,262
- - 72,226,909 - 1,059,159 73,286,068
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,515,991 - - 1,515,991
- - 738,311 - - 738,311
- - - - 2,269 2,269
- - - - 2,269 2,269
- - 18,441,309 - 183,634 18,624,943
- - 12,908,916 - 114,815 13,023,731
- - 868,848 322 22 869,192
- - 582,252 322 15 582,589
- - 50,590 1,006 6,411,278 6,462,874
- - 28,159 1,006 4,285,053 4,314,218
- - - - 126,344,112 126,344,112
- - - - 87,698,705 87,698,705
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 254,212 12,136 3,752,035 4,018,383
- - 186,430 12,066 2,075,435 2,273,931
- - 9,499,710 784,859 141,926,437 152,211,006
- - 6,184,748 529,268 96,667,170 103,381,186
- 140 12,626,807 2,036 87,496,606 100,125,589
- 97 8,733,683 1,826 55,803,561 64,539,167

2,844 645 299,353,364 824,194 431,258,916 731,439,963
2,586 291 186,754,624 567,584 291,348,291 478,673,376
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　　第17表　課税標準の特例等に関する調（つづき）（法定免税点以上のもの）
（全 国 計）（単位：千円）

地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法
附
則 

第
16
条

第４項 

（平成20年度末までに新築）
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額
（平成15年度末までに新築）

評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額
（平成17年度末までに新築）

評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

法
附
則
第
29
条
の
５

第７項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
徴 収 猶 予 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第８項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
徴 収 猶 予 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第16項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第17項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第
29
条
の
６

法

附

則

第１項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

- - - - - -

- - - - - -

- - 35,273,908 - - 35,273,908

- - 2,514,633 - - 2,514,633

- - 39,724,541 - - 39,724,541

- - 2,258,221 - - 2,258,221

283,884 1,966 277,238 - - 563,088

81,684 589 39,898 - - 122,171

- - - - - -

- - - - - -

1,959,788 1,762,718 187,926 - 3,658 3,914,090

370,778 201,264 20,957 - 1,342 594,341

396,075 3,627,753 4,688,783 - 1,174 8,713,785

70,413 663,525 1,621,590 - 532 2,356,060

- - - - - -

- - - - - -
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8．第17表　課税標準の特例等に関する調（法定免税点以上のもの）

（大 都 市 計）（単位：千円）
地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法

第

349

条

の

3

第９項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第11項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第20項 評 価 額 の 1 / 4 の 額
減額後の課税標準額

第23項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

第23項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

第24項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第25項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第25項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第26項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第26項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第27項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第27項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第28項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第28項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第31項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第31項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

- - 45,117,597 54 1,254,910 46,372,561
- - 29,754,294 42 876,248 30,630,584
- - 148,822 - - 148,822
- - 106,970 - - 106,970
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,466,774 - 8 1,466,782
- - 1,026,742 - 8 1,026,750
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,339,133 - - 1,339,133
- - 905,153 - - 905,153
- - - - - -
- - - - - -
- - 4,621 - - 4,621
- - 2,957 - - 2,957
- - - - - -
- - - - - -
- - 195,989 - - 195,989
- - 135,898 - - 135,898
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,170,887 - - 1,170,887
- - 783,356 - - 783,356
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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　　第17表　課税標準の特例等に関する調（つづき）（法定免税点以上のもの）
（大 都 市 計）（単位：千円）

地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法
第
349
条
の
3

第34項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第38項 
（新法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第38項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

法

附

則

第

15

条

第15項

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 5 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第20項 
（旧法分）

評 価 額 の 2 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第37項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第50項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第58項

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額

の
２

第
15
条

法
附
則

第２項
（第 15 条の３の適用を

受けないものに限る。）
評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第
15
条
３

法
附
則

第１項

評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額
評価額の3/10の額
減額後の課税標準額

合 計 評 価 額
減額後の課税標準額

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 17,299,163 - - 17,299,163
- - 12,109,413 - - 12,109,413
- - 102,425,178 - - 102,425,178
- - 72,226,909 - - 72,226,909
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,515,991 - - 1,515,991
- - 738,311 - - 738,311
- - - - - -
- - - - - -
- - 18,427,003 - - 18,427,003
- - 12,898,902 - - 12,898,902
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 45,350 - 629,822 675,172
- - 30,553 - 409,567 440,120
- - 7,337,628 - 80,658,373 87,996,001
- - 4,741,088 - 55,509,426 60,250,514
- - 8,293,776 - 22,502,319 30,796,095
- - 5,797,801 - 15,414,387 21,212,188
- - 204,787,912 54 105,045,432 309,833,398
- - 141,258,347 42 72,209,636 213,468,025
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　　第17表　課税標準の特例等に関する調（つづき）（法定免税点以上のもの）

（大 都 市 計）（単位：千円）

地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法
附
則 

第
16
条

第４項 

（平成20年度末までに新築）
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額
（平成15年度末までに新築）

評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額
（平成17年度末までに新築）

評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

法
附
則
第
29
条
の
５

第７項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
徴 収 猶 予 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第８項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
徴 収 猶 予 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第16項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第17項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第
29
条
の
６

法

附

則

第１項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

- - - - - -

- - - - - -

- - 8,445,494 - - 8,445,494

- - 607,796 - - 607,796

- - 6,811,171 - - 6,811,171

- - 325,264 - - 325,264

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
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8．第17表　課税標準の特例等に関する調（法定免税点以上のもの）
（都 市 計）（単位：千円）

地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法

第

349

条

の

3

第９項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第11項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第20項 評 価 額 の 1 / 4 の 額
減額後の課税標準額

第23項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

第23項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

第24項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第25項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第25項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第26項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第26項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第27項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第27項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第28項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第28項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第31項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第31項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

862 379 15,443,791 216 2,648,583 18,093,831
604 68 9,413,272 200 1,652,177 11,066,321

- - 465,781 - 1,289,040 1,754,821
- - 286,100 - 674,430 960,530
- - 50,008 215 4,586,059 4,636,282
- - 28,199 215 2,860,421 2,888,835
- - 992,866 2,376 616,304 1,611,546
- - 99,370 1,691 406,891 507,952
- - 709,395 - - 709,395
- - 50,003 - - 50,003

1,982 126 33,894 - 20,697 56,699
1,982 126 23,694 - 18,470 44,272

- - 20,052,240 - 21,102,214 41,154,454
- - 14,036,569 - 14,771,550 28,808,119
- - - - - -
- - - - - -
- - 49,453 - - 49,453
- - 19,081 - - 19,081
- - - - - -
- - - - - -
- - 2,211,884 - - 2,211,884
- - 507,795 - - 507,795
- - - - - -
- - - - - -
- - 173,670 - - 173,670
- - 101,184 - - 101,184
- - - - - -
- - - - - -
- - 2,186,517 - 45,487 2,232,004
- - 1,374,743 - 27,183 1,401,926
- - - - - -
- - - - - -
- - 79,834 - 39,384 119,218
- - 48,490 - 15,775 64,265
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　　第17表　課税標準の特例等に関する調（つづき）（法定免税点以上のもの）

（都 市 計）（単位：千円）

地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法
第
349
条
の
3

第34項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第38項 
（新法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第38項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

法

附

則

第

15

条

第15項

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 5 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第20項 
（旧法分）

評 価 額 の 2 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第37項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第50項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第58項

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額

の
２

第
15
条

法
附
則

第２項
（第 15 条の３の適用を

受けないものに限る。）
評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第
15
条
３

法
附
則

第１項

評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額
評価額の3/10の額
減額後の課税標準額

合 計 評 価 額
減額後の課税標準額

- - 4,411,875 - 13,591,414 18,003,289
- - 3,088,313 - 9,513,990 12,602,303
- - - - - -
- - - - - -
- - 47,477 - 683,213 730,690
- - 33,234 - 478,249 511,483
- - 6,356 - 189,254 195,610
- - 4,449 - 132,473 136,922
- - - - 1,510,971 1,510,971
- - - - 1,057,680 1,057,680
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 2,269 2,269
- - - - 2,269 2,269
- - 14,306 - 183,634 197,940
- - 10,014 - 114,815 124,829
- - 807,982 322 22 808,326
- - 565,587 322 15 565,924
- - 16,505 18 4,076,423 4,092,946
- - 11,553 18 2,837,592 2,849,163
- - - - 120,019,705 120,019,705
- - - - 83,458,319 83,458,319
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 127,397 1,216 2,605,014 2,733,627
- - 88,094 1,216 1,390,790 1,480,100
- - 2,123,597 766,301 58,571,735 61,461,633
- - 1,421,628 512,814 39,703,568 41,638,010
- - 3,556,468 84 53,319,351 56,875,903
- - 2,410,701 84 33,658,580 36,069,365

2,844 505 53,561,296 770,748 285,100,773 339,436,166
2,586 194 33,622,073 516,560 192,775,237 226,916,650
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　　第17表　課税標準の特例等に関する調（つづき）（法定免税点以上のもの）
（都 市 計）（単位：千円）

地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法
附
則 

第
16
条

第４項 

（平成20年度末までに新築）
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額
（平成15年度末までに新築）

評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額
（平成17年度末までに新築）

評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

法
附
則
第
29
条
の
５

第７項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
徴 収 猶 予 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第８項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
徴 収 猶 予 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第16項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第17項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第
29
条
の
６

法

附

則

第１項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

- - - - - -

- - - - - -

- - 26,828,414 - - 26,828,414

- - 1,906,837 - - 1,906,837

- - 32,913,370 - - 32,913,370

- - 1,932,957 - - 1,932,957

283,884 1,966 277,238 - - 563,088

81,684 589 39,898 - - 122,171

- - - - - -

- - - - - -

1,959,788 1,762,718 187,926 - 3,658 3,914,090

370,778 201,264 20,957 - 1,342 594,341

396,075 3,627,753 4,688,783 - 1,174 8,713,785

70,413 663,525 1,621,590 - 532 2,356,060

- - - - - -

- - - - - -
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8．第17表　課税標準の特例等に関する調（法定免税点以上のもの）

（町 村 計）（単位：千円）
地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法

第

349

条

の

3

第９項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第11項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第20項 評 価 額 の 1 / 4 の 額
減額後の課税標準額

第23項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

第23項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

第24項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第25項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第25項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第26項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第26項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第27項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第27項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第28項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第28項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第31項
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第31項
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

- - 24,439,390 20,562 3,118,216 27,578,168
- - 343,321 20,562 2,151,351 2,515,234
- - 18,687 385 - 19,072
- - 11,606 385 - 11,991
- - 4,874 27 1,338,297 1,343,198
- - 3,248 1 885,683 888,932
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 15,364,233 - 13,071,166 28,435,399
- - 10,754,963 - 9,144,081 19,899,044
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 30,704 30,704
- - - - 30,704 30,704
- - - - - -
- - - - - -
- - 32,735 - - 32,735
- - 19,903 - - 19,903
- - - - - -
- - - - - -
- - 152,773 - - 152,773
- - 92,896 - - 92,896
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 2,030 2,030
- - - - 950 950
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　　第17表　課税標準の特例等に関する調（つづき）（法定免税点以上のもの）
（町 村 計）（単位：千円）

地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法
第
349
条
の
3

第34項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第38項 
（新法分）

評 価 額 の 1 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第38項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 6 の 額
減額後の課税標準額

法

附

則

第

15

条

第15項

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（新法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 5 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第16項 
（旧法分）

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第20項 
（旧法分）

評 価 額 の 2 / 3 の 額
減額後の課税標準額

第37項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第50項 評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第58項

評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額
評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額

の
２

第
15
条

法
附
則

第２項
（第 15 条の３の適用を

受けないものに限る。）
評 価 額 の 1 / 2 の 額
減額後の課税標準額

第
15
条
３

法
附
則

第１項

評 価 額 の 3 / 5 の 額
減額後の課税標準額
評価額の3/10の額
減額後の課税標準額

合 計 評 価 額
減額後の課税標準額

- - - - 2,459 2,459
- - - - 1,475 1,475
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 2,113 2,113
- - - - 1,479 1,479
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 60,866 - - 60,866
- - 16,665 - - 16,665
- - 34,085 988 2,334,855 2,369,928
- - 16,606 988 1,447,461 1,465,055
- - - - 6,324,407 6,324,407
- - - - 4,240,386 4,240,386
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 81,465 10,920 517,199 609,584
- - 67,783 10,850 275,078 353,711
- - 38,485 18,558 2,696,329 2,753,372
- - 22,032 16,454 1,454,176 1,492,662
- 140 776,563 1,952 11,674,936 12,453,591
- 97 525,181 1,742 6,730,594 7,257,614
- 140 41,004,156 53,392 41,112,711 82,170,399
- 97 11,874,204 50,982 26,363,418 38,288,701



− 112 −
　　第17表　課税標準の特例等に関する調（つづき）（法定免税点以上のもの）

（町 村 計）（単位：千円）

地　　目

区　　分
田 畑 宅 地 山 林 そ の 他 計

法
附
則 

第
16
条

第４項 

（平成20年度末までに新築）
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額
（平成15年度末までに新築）

評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額
（平成17年度末までに新築）

評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

法
附
則
第
29
条
の
５

第７項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
徴 収 猶 予 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第８項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
徴 収 猶 予 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第16項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第17項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

第
29
条
の
６

法

附

則

第１項
市 街 化 区 域 農 地 とし て の 
評 価 額
減 額 分 に 相 当 す る 
課 税 標 準 額

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -




